
車いす使用者や要介護高齢者などの歩行困難な方々に利用証を
交付することによって、県内の公共施設やスーパーなどに設けられ
ている身体障がい者等用駐車施設の適正な利用を促進する制度

歩行が困難な方々
(身体障がい者、高齢者、知的
障がい者、難病者、妊産婦、けが
人など)

駐車施設管理者
(案内表示掲示、指導、周知)

利用証提示

駐車スペース提供

県
利用証の交付、制度のＰＲ等

協力施設の
情報提供

協力申し出案内表示交付

利
用
証
交
付

利
用
証
申
請

身体障がい者等用駐車施設利用証制度

協
定
締
結

利用証見本

【Ｈ１９．１０月３１日現在】

（本年６月１５日から制度開始）

利用証交付枚数 ３，６６８ 枚

制度協力施設数 ４７０ 施設
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